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１．はじめに

UAE（アラブ首長国連邦）を構成する一首長国であ

るドバイには中東・アフリカ地域で最大の在留邦人コ

ミュニティーがあり（2013 年 10 月付在留届登録ベー

スで 2,603 人。実質在留邦人は 3,000 人を超えている

とみられる），日本企業数は 225 社（2013 年 10 月付日

本企業数調査）を数える。これに合わせて中東地域で

唯一の日本商工会議所（JBC）が 2009 年に設立され

た。

このように多くの日本企業が自社製品やサービスを

UAE で販売・提供している。それゆえ当地では日本

ブランドの認知度が高く，需要があるため，それに便

乗した多くの模倣品がドバイを入口として UAE 国

内，GCC諸国（湾岸協力理事会参加国。現在はサウジ

アラビア，UAE，クウェート，カタール，バーレーン，

オマーンの 6カ国），中東・北アフリカ市場に流入して

いる。

本稿は，2014 年 10 月 1 日に東京で開催された弁理

士会貿易円滑化対策委員会主催研修会の内容を論文に

したものである。ドバイを中心とする中東において，

どのように日本ブランドを守っていけばよいか，つま

り，どのように模倣品と戦っていったらよいかについ

ての情報をまとめた。まずは，模倣品の潮流を，その

製造元として大きな影響を持っている中国から遡って

グローバルな視点から俯瞰してみたい。
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※元・日産自動車（株）不正商品対策スペシャリスト。筆者は

2013 年 1 月より，在ドバイ日本国総領事館の経済班において

専門調査員として勤務し，主に，外務省が在外公館を通して

行っている日本企業支援活動のひとつである知的財産権保護

を担当している。本稿は，この活動を通して得た知見を基

に，UAE での模倣品対策に従事しておられる方々，またこ

れから対策を検討したいと考えておられる方々への貢献を目

的として執筆したものである。なお，本稿の内容のすべて

は，あくまで筆者の個人的見解であり，在ドバイ日本国総領

事館の意見を代表するものではない。また，本稿の文責は筆

者にあるものの，本稿は実際の企業活動等に伴うリスクや損

失に法的責任を負わない。

世界税関機構（WCO）が2012年に公表している不正貿易に関する報告書によると，模倣品の輸出先とし

てはサウジアラビアが1位の他，6位〜10位にはヨルダン，イエメン，クウェート，モロッコ等の中東・北

アフリカ（MENA）地域の国々が入る。これは，同地域が単に一般商品のみならず模倣品にとっての巨大市場

でもあることを意味している。

更にアラブ首長国連邦（以下UAE）は模倣品の出荷元として中国に次ぐ世界第2位（品数ベース）にランク

インしている。同地域周辺から欧州を含む世界市場への物流・商流のハブとして機能しているのがドバイであ

る。本稿ではドバイ，UAEを中心とした中東における模倣品対策に関し，知的財産法の現状やエンフォース

メントの概要，模倣品の取締事例などに加えて，日米等各国政府による取り組みを紹介すると共に，企業が取

り得る戦略についても考察する。

当地で確認されている日本製品の模倣品は，主に自動車用補修部品，家電製品，OA機器（インクジェット含

む），飲食料品，キャラクター商品等の商標権若しくは著作権侵害品である。

要 約



２．模倣品の拡散ルート

2000 年代に「世界の工場」となった中国で作られた

製品は，中国国内で消費されるに留まらず，その多く

は国外にも輸出されている。我々が日本やUAEでメ

イド・イン・チャイナの製品を頻繁に目にすることか

らも明らかだが，同じように中国国外に模倣品の需要

がある市場が存在すれば，そこに対し，国境を越えて

模倣品が供給されることになる。

それでは，どれほどの模倣品が中国国外に輸出され

ているのだろうか。国際連合の A級諮問機関である

国際商工会議所（ICC：International Chamber of

Commerce）は，全世界の貿易額のおよそ 5〜7％にあ

たる 6千億米ドル相当が模倣品であるという試算を公

表している。このうちの多くが中国発だと想像はつく

が，具体的に世界に流通している模倣品の何％が中国

で製造されているかという統計を出すのは難しい。

しかしながら，各国税関が公表している，差止めら

れた模倣品の仕出国に関するデータは存在する。例え

ば，日本税関で輸入差止された模倣品の統計（件数

ベース）を見ると，中国からの模倣品は 2005 年には韓

国を抜いて 1位となり，2010 年には全体の 90.6％を占

めるまでになった。

ただし，日本は地理的に中国に近いため，他国と比

べると中国発の模倣品が流入してくる割合が多いかも

しれない。そこで世界税関機構（WCO：World

Customs Organization）が公表している「不正貿易に

関する 2012 年報告書（Illicit Trade Report 2012）」の

統計値を見てみると，件数ベースで全体の 44％（香港

を含めると 68％），品数ベースでは 59％（香港を含め

ると 63％）が中国発であった。

統計の対象になっているのが 70 カ国に限られる上

に，差し止まった模倣品のみが統計の対象になってい

るため，これもまた中国発の模倣品の全貌を示すもの

ではないが，少なくとも，国境の水際差止という側面

で抽出した統計が，中国発の模倣品のインパクトの大

きさを証明している。

それでは，中国から輸出された模倣品はどこに向

かっているのか。中国の海関総署（税関）は，中国の

水際で押収された模倣品の輸出先についての情報を公

開していないため，前述のWCOによる報告書を見て

みると，模倣品の出荷元として，UAE は中国に次い

で世界第 2 位にランクインしている（品数ベース）。

また，模倣品の輸出先としては，サウジアラビアが

堂々の第 1位で，2位から 5位は米国などだが，6位か

ら 10位の中には，ヨルダン，イエメン，クウェート，

モロッコといったMENA（中東・北アフリカ）地域の

国々がノミネートしており，同地域が模倣品の巨大市

場になっている事実を裏付けている。

また，欧州連合（EU）関税同盟の 2010 年統計でも，

EU加盟国税関で差止められた模倣品のうち 16.4％が

UAE から輸入されており，中国からの 64.4％に次い

で第二位となっている。さらに米国税関の同年の模倣

品差止統計においても，中国・香港からの模倣品 80％

に次いで，ヨルダンとUAEから運び込まれた模倣品

が全体の 5％を記録している。

これらの統計からは，中国で製造された模倣品が，

主に中東を経由して欧州や米国を含む世界中の市場に

供給されているというトレンドが読み取れるが，ここ

で特に注目すべきは，MENA地域及び欧州，アフリカ

全土を含む広範なエリアの物流・商流のハブとなって

いるドバイである。ドバイは世界有数の自由貿易特区

（FTZ：Free Trade Zone）であるジェベル・アリ・フ

リーゾーン（JAFZ）を有し，陸・海・空のインフラ構

築，外資の誘致と不動産の自由化，外国人労働力の活

用，観光やレジャーの促進など経済の多角化を進める

ことで，非石油依存経済の構築を実現してきた（ドバ

イの GDP の 95％以上は非石油セクターが占めてい

る）。
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このような背景からわかるとおり，自由度の高い貿

易はドバイの生命線であり，周辺国間との間で自由な

物流が確保されている。JAFZなどの港から入り込ん

だ規制物品等は，貨物検査が手薄であるために，少な

くとも湾岸諸国内を容易に移動できる環境にあること

を，欧米の輸出管理の専門家などが問題視しているく

らいである。ドバイ首長国自体の人口はわずか 210万

人で，UAE全体でも 830万人程度だが，少なくとも，

実質的に自由な物流が確保されている GCC及びイエ

メンを含むアラビア半島内 7カ国の総人口約 6,700万

人の固まりとして，この市場を見る必要がある。更に

湾岸諸国との交易が特に盛んな MENA 地域 19 カ

国(1)で括るならば人口 7,000万人以上の人口大国であ

るエジプトとイランが加わり 3億 8千万人以上，また

地理的にアジアとヨーロッパを結ぶ要所の役割を担う

トルコもスコープに入れると 4億人を軽く超える超巨

大市場となる。中東の模倣品対策は，まず地域全体の

物流の要所であるドバイに重点を置いた上で，模倣品

により正規品のシェアが減少しているか，市場模倣品

取締のための法律が整備・運用されているかといった

点を確認しながら，高い費用対効果が見込めそうな周

辺国に手を広げていくのが適切であろう。

ところで，昨今の中東情勢は，2010 年の「アラブの

春」(2)以降，特に不安定な状態が続いている。MENA

地域は，日本企業にとってビジネス環境が悪化するリ

スクと常にとなり合わせであるが，仮に正規品の販売

を抑制せざるを得ない状況になった場合，市場におい

て需要を満たせなくなった日本製品の代替品として模

倣品が供給されることは想像に難くない。そのため，

正規品の販売がなかったとしても，模倣品の取締イン

フラが機能している国や地域においては，企業はでき

る限り模倣品対策を継続していくことが望ましい。

WCOの前掲報告書によれば，各国税関で取締まら

れた模倣品の種類を品数ベースで見ると，衣服・貴金

属・化粧品が 42％と多数を占めるが，電子機器や携

帯，自動車・バイク等のスペアパーツなど，日本企業

が強みを持つ産業に関係する商品の侵害品も 19％と

多い。医薬品も全体の 6％を占める（件数ベースでは

10％）。

３．知的財産関連法の現状

模倣品を取り締まる手段に関しては，UAE におい

ても日本や中国と同様，税関による水際での取締と，
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警察などによる市場での取締が考えられる。UAE を

含む GCC に加盟している産油 6 カ国は，知的財産権

保護の国際的ミニマムスタンダードである TRIPS協

定（知的所有権の貿易関連の側面に関する協定）に加

盟しており，知的財産権保護のための国内法の整備を

求められる立場にある。

特に UAE は，フランス法，ローマ法，エジプト法

の影響を強く受けた大陸法系の法域であり，主要な種

類の知的財産権を保護する連邦法を制定していること

に加えて，先述の TRIPS協定に加えてパリ条約，ベ

ルヌ条約，特許協力条約（PCT），ローマ条約，WIPO

著作権条約，WIPO実演レコード条約といった知的財

産権に関する主要な国際条約の締約国であるため国際

標準に沿った知的財産権保護や消費者保護意識が高

い。厳格なイスラム法域において模倣行為は違法行為

であるとする宗教的見解（ファトワ）が出されている

サウジアラビアと並んで，中東において最も効果的な

模倣品取締が見込める地域である。

また，GCC各国に共通する法的枠組みとして模倣

品対策と関連が深いのが，GCC統一商標法と GCC統

一税関法である。

GCC統一商標法は，バーレーン，クウェート，オ

マーン，カタール，サウジアラビア，UAEの湾岸 6カ

国が各国の商標法に代わるものとして起案された。同

法の起案をたどると 1987年まで遡る。同年，GCC 貿

易協力委員会において同法が GCC統括事務局により

提出された。

その後 GCC各国での国内承認がなされぬままペン

ディング状態で年月が経ち，その間に各国の市場を取

り巻く状況の変化や，世界各国における商標概念の多

様化を受け，同委員会は 2005 年末に同法の一部改正

を承認し，それを GCC 最高評議会にかけた後，2006

年に同最高評議会において同法を批准した。

国別の進捗をみると，サウジアラビアでは 2007年

に批准され施行が待たれていたが，2013 年になってよ

うやく官報により公布された。カタールとUAEでも

2007年に同法が承認されたが，両国ともまだ施行に

至っていない。UAE では同法の施行が秒読みに入っ

ているとの専門家情報もあるが，2014 年 10 月時点で，

具体的な施行予定時期は判然としていない。

統一商標法と聞くと，マドリッド・プロトコルのよ

うに加盟国間の商標登録の手続が一元化されることを

連想してしまうかもしれないが，同法ではそのような

商標登録上の便宜に関する規定はない。つまり，同法

上においても商標登録の際には，各国毎に手続が必要

となる。この点，GCC 諸国間で登録手続の一元化を

定めているGCC統一特許法とは異なる。

同法は，50 の条項から成り，GCC 諸国内での商標

の登録，更新，譲渡，取消などの手続に加え，商標侵

害における罰則等について定めている。同法の特徴を

まとめると以下のとおりである。

＜ GCC統一商標法の主な特徴＞

（１） 商標の定義には絵柄や形状などに加え，音声と

香りも含まれる

（２） 個別商標と団体商標の登録が可能

（３） 各分類毎の申請が必要

（４） 国外事前申請済の商標に基づく優先審査

（５） 商標登録公報後 60 日以内の異議申立て

（６） 商標登録は出願日から 10 年間有効かつ同期間

の更新可能（6ヶ月の猶予期間）

（７） 登録後 5 年連続の不使用期間がある場合の不使

用取消審判

（８） 著名商標の保護
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次にGCC統一税関法だが，こちらはGCC域内にお

ける関税制度を統一する目的で 1992 年に技術委員会

が結成され検討が始まった。その後WTOやWCOと

連携しながら国際規定に準拠する税関規則を整備し

て，1999 年に GCC 首脳会議で採択された。全 17章

179条からなり，2002 年から GCC全加盟国の税関で

実施された。

第 2条で知的財産物品が取締対象に規定され，第 24

条や第 141条等でトランジット貨物について，第 78

条，第 141条，第 152条等で再輸出貨物についての規

制も成文化されている。また，フリーゾーンに関する

規定も第 80条及び第 143条等に見られる。

＜ GCC統一税関法の主な規定内容＞

（１） 税関業務，税関の取締対象分野

（２） 輸出入における陸海空税関手続及び通関後手続

の性質

（３） 輸入品に対する関税適用及び関税の徴収

（４） 商品の通関各段階，商品の免税及び仮通関，提

出書類

（５） フリーゾーン及び免税店設置

（６） 税関貨物取扱人の業務

（７） 関税犯罪及び密輸事件の取扱

（８） 税関職員の権利義務

上記のような国際条約や域内法に準拠するかたち

で，GCC各国は国内の知財関連法の整備を求められ

る。UAE を例に挙げると，同国の模倣品取締を規定

した現行法には以下のようなものがある。

＜ UAEにおける模倣品取締を規定した現行法＞

（１） UAE反不正商品法（1979 年連邦法第 4号）及

びその行政規則（1984 年閣議決定第 26号）

（２） UAE民事規定（1987年連邦法第 1号）

（３） UAE商標法（1992 年連邦法第 37号）

（４） UAE著作権法（2002 年連邦法第 7号）

この中でも，多くの権利者企業は，迅速かつコスト

の安い行政措置を規定している反不正商品法を拠り所

にして，UAE での模倣品取締を行っているケースが

多い。この反不正商品法（一般的な英訳である

Anti-Commercial Fraud Lawに忠実な日本語訳をあ

てるなら反不正商取引法）は，2013 年 1 月に改正案が

UAE内閣で採択され，2014 年 3 月には連邦国民評議

会（FNC）を通過した。2014 年 10 月時点未施行だが，

その内容については国際的な物議を醸した。第 6章で

詳述する。

４．エンフォースメント概要

本章では，GCC諸国の中で人口・国土面積ともに上

位 3 国である UAE，サウジアラビア，そしてオマー

ンでの模倣品取締（エンフォースメント：法執行）の

最新状況を概観してみたい。各国において水際（また

は国境）と市場及び自由貿易特区（FTZ）のそれぞれ

において，模倣品の取締がどのように実施できるのか

ひとつずつ詳述する。

ここで本論に入る前に，オマーンについて簡単な説

明を加えておきたい。オマーンは地理的に対岸に位置

しているイランや周辺のアラブ諸国とも良好な関係を

築いており，インド洋に面した立地のため古くから海

洋貿易が栄え，「アラビアンナイト（千夜一夜物語）」

の船乗りシンドバッドが出港したという海のシルク

ロードの中継港ソハールや，イエメンに近く緑に囲ま

れたサラ−ラといった地方都市などに FTZ を有す

る。オマーンの人口は 300万人程度だが，サウジアラ

ビア（約 3,000万人），イエメン（約 2,400万人）という

アラビア半島の人口大国と国境を分かち，同半島全体

の市場へのゲートウェイとなるポテンシャルを秘めて

いる。第 7章で詳しく述べるが，知財保護分野では米

国が積極的なてこ入れをしている国のひとつでもあ

る。

（１） UAEにおける模倣品取締状況概観

ア 水際または国境での取締（税関）

水際または国境での取締は，税関当局が担当する。

ただ，UAE の全 7首長国の中で企業からの商標権侵

害品の差止申請の前提となる基本情報を税関登録

（Customs Recordation）という形で受け付けているの

は，ドバイ，シャルジャ，ラアス・ル・ハイマ（RAK）

の 3首長国のみである。これらの税関間では互いに登

録情報の共有がされていないため，各々の税関で税関

登録が必要となる。アブダビ首長国で同様の登録制度

が検討されているようだが，まだ施行に至っていな

い。一方，税関登録制度の無い首長国（アブダビ，ア

ジュマン，フジャイラ，ウンム・ル・カイワイン）に

おいては，権利者から侵害品についての情報が提供さ

れれば，適宜取締を行う準備はあるようだ。

UAE 経済省商標局が発行している商標登録証の写
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しがあれば，真贋を疎明するための資料等を別に提出

する必要はなく，例えばドバイ税関の場合は現地の法

律事務所等の代理人を通じて 1商標あたり 600米ドル

程度で税関登録の申請が可能である。

UAE における税関の中で最も権利者企業からの期

待値が高いのが，JAFZ（Jebel Ali Free Zone：ジェベ

ル・アリ・フリーゾーン）を有するドバイ税関である。

同税関には，WCO（World Customs Organization：世

界税関機構）の国際基準に基づいて設計された先進的

な電子通関システムが配備されており，同システムに

搭載されたリスクエンジンに侵害品に関する情報を登

録することで，数多ある貨物の中から疑義品のフィル

タリングを行うことが可能なようだ。

同税関は，疑義品の差止めから廃棄に至るまでの全

行程を執行する権限を有するため，基本的には裁判所

等は介入しない。よって刑事手続等に発展することな

く，ドバイ税関内の行政手続のみで取締の全プロセス

が完結する。このシンプルな取締体制は権利者企業か

らの評価が高かった。しかし現在，同税関における水

際取締は，模倣品の廃棄処理を担当するドバイ政庁

（Dubai Municipality）が廃棄物処理に課題を抱えてい

る中で，その取り組みは必ずしも十分なものではな

い。インテリジェンスに基づく権利者からの具体的事

前情報がドバイ税関側に提供されたにも関わらず，模

倣品が再輸出された例が 2013 年 5 月に公表された

ICC の「Controlling the Zone：Balancing facilitation

and control to combat illicit trade in the world's

Free Trade Zones」報告書の中で紹介されている。

他方，消費者への啓発キャンペーンに関しては，ド

バイ税関は毎年国内の小中学校，高校を対象とし，知

的財産をテーマにした作品のコンペティションを主催

する等の積極的な活動を行っている。コンペに参加が

決まった生徒のチームは 1月あたりから作品の制作に

取り掛かり，審査を経た後に，「世界知的所有権の日」

である 4 月 26 日前後に表彰式を行っている。また，

その様子は国内メディア等で報道されている。

さらに，ドバイ税関を含む全首長国税関を統括する

機関として，連邦税関庁（FCA：Federal Customs

Authority）が存在する。模倣品対策において同庁が

関連した主要なミッションのひとつとして，WCOが

企業・税関間の情報交換のために開発した PC端末上

の 電 子 シ ス テ ム で あ る IPM（Interface

Public-Members）(3)の導入が挙げられる。UAE は，

WCOが IPMの使用を開始した 2010 年から 1 年数ヶ

月後の 2012 年に同システムを導入しているが，今年 4

月にWCOが IPMのスマートフォン版である「IPM

Mobile」の開発に際して，他国に先駆けて世界最初の

同アプリケーションの導入国となった。

「IPM Mobile」によって携帯電話を通した関連情報

の提供が可能となり，当地各紙において，税関検査官

の模倣品対策及び知的財産保護業務効率の向上が期待

される，と紹介された。このようなWCOとの共同の

取り組みが，今後現場での具体的な成果につながって

いくことを期待したい。

イ 市場での取締（DEDによる行政取締）

水際または国境の監視をすり抜けてきた模倣品は市

場に流入することになるが，消費者の手に渡る前に押

収される必要がある。ドバイのように水際での取締が

必ずしも十分に期待できない地域においては市場での

取締の重要性は一層高くなる。UAE 市場における取

締では，経済開発庁（DED：Department of Economic

Development）という，不正商品に対して行政的な救

済措置を実施している取締機関が各首長国に存在す

る。特にドバイ DEDは取締に積極的で，自らの活動

を新聞，TV，ラジオ，インターネットなどの各メディ

アを通して広く発信している。また，ドバイ税関と同

じように，模倣品の摘発から廃棄に至るまでのプロセ

スに裁判所が介入することはなく，同庁内で全行程を

完結させることができ，刑事裁判による救済措置より

も短い期間で高い費用対効果が見込めることから，同

庁による摘発は権利者企業からの評価が高かった。

また，ドバイ DED 規則として規定されている罰金

額は最大 3万ディルハム（約 8,000米ドル）と，刑事罰

として規定されている 5,000ディルハム（約 1,400米

ドル）よりも高く設定されており，この点では侵害者

への再犯の抑止効果が高いといえる。

同庁による取締の中で残念なのは，押収報告書

（Seizure Report）や破棄報告書（Destruction Report）

といった，押収された侵害品の状態を知らせる公式な

報告書が権利者に提供されない点である。しかし，

2013 年の後半あたりから，押収報告書が DEDから提

供され始めたとの情報があり，今後，同庁による対応

強化に期待したい。

ま た，同 庁 に は「General Complaint/Open

Complaint」と呼ばれる，市場集中摘発キャンペーン
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への特定商標の登録制度がある。同制度は，UAE 商

標局の商標登録証の写しがあれば登録可能で，登録か

ら 6ヶ月間，集中摘発キャンペーンとして同庁の取締

担当官が市場に登録商標の侵害品がないかどうかを

チェックしてくれる。以前は DEDによる摘発の対象

は店頭の商品棚など商業施設内がメインであったが，

最近は倉庫の摘発も行うようになり，権利者企業やそ

の代理人も現場に立ち会うことが可能になってきてい

るようだ。加えて同庁の取締の対象は市場の不正商品

全般であることから，消費者保護法に基づいた並行輸

入品の摘発も理論上可能だとの専門家情報もある。

シャルジャ DEDも過去にシャルジャ警察と共同で

大規模な摘発を実施した実績があり，少なくともドバ

イ，シャルジャ市場での DEDによる摘発は，今後も

権利者にとって模倣品への有効な対抗手段となりそう

である。しかし，ドバイ DEDで押収された侵害品の

廃棄処理をドバイ政庁が請け負っている以上，ドバイ

税関と同じように処理しきれない模倣品が倉庫を占拠

してしまい，新たな模倣品の取締に悪影響を及ぼすリ

スクがあることを常に念頭に置く必要がある。

ウ 市場での取締（警察による刑事事件の立件）

UAE では，各首長国警察の経済犯罪対策局も積極

的に市場での模倣品の取締を行っている。昨年の現地

紙の報道によると，ドバイ及びアジュマン首長国の警

察による模倣品の市場摘発が頻繁に行われた様子であ

る。また，他の首長国警察同士又は DEDとの共同捜

査・摘発を行った実績もある。

警察による取締では，UAE 商標法第 37 条に基づ

き，登録商標と同一の商標に加えて公衆の混同を招く

ような模倣商標（いわゆる類似商標）も取締の対象と

なる。この点は，GCC統一商標法（UAEでは現時点

未施行）にも同様の規定がある。

また，警察は商業施設以外の場所でも取締対象にす

ることができる。郊外の倉庫はもちろんのこと，侵害

者が駐車場などを侵害品の取引に使っている場合，こ

れも取締対象として対応が可能である。この点は，基

本的に商業施設を取締の対象としている DEDの行政

摘発とは異なる。

警察は権利者の告訴から 48時間以内に最初の捜査

を終え，検察庁に事件を送致する。更にそこから 14

日以内に検察官は事件について調査した上で，裁判所

に公訴を提起するか，証拠不十分として不起訴にする

かを決定する。

刑事裁判を通して模倣品案件を解決すると，侵害者

に禁錮刑や罰金を科すことができるが，罰金に限って

言うと，前述したように刑事裁判による罰金額は低く

設定されているため，DEDによる行政摘発の際に科

せられる罰金に比べて抑止効果が低い。

その他，権利者は損害賠償を求める民事の当事者と

して刑事訴訟の審理に参加することが可能であるが，

この場合，法廷は刑事告訴と損害賠償を同時に審理す

ることになる。

商標権侵害案件の刑事裁判が判決に至るまでには，

事件によって 2ヶ月程度のときもあれば 1年以上の期

間を要することもある。また，些細な事件では判決に

至らない場合もある。初犯者には罰金のみが科され，

再犯者に対しては販売許可証が没収されるケースが多

いが，消費者の安全を著しく脅かすなど悪質な侵害事

件の場合は，初犯であっても外国人の場合は国外追放

などの厳重な処置が取られることがある。

エ FTZ（自由貿易特区）での取締

現在の国際協定や国際条約が FTZにおける知的財

産の有効なエンフォースメントに対応できておらず，

例によって世界屈指の FTZ であるドバイの JAFZ

（Jebel Ali Free Zone：ジェベル・アリ・フリーゾー

ン）も模倣品取引の温床になっており，取締体制が機

能していない現状が，前述の ICC 発行「Controlling

the Zone」報告書の中で述べられている。よって

FTZにおける模倣品の取締体制の強化を考える場合，

そもそも国際的な枠組みを見直さなければならない

他，税関に FTZの監督機関としての十分な権限と義

務を与えることが必要になってくる。この点において

同報告書では，FTZにおける知的財産権保護環境の

改善に向けて，WCO，WTO，各国政府，FTZ運営機

関のそれぞれに対して，具体的な提言を行っている。

詳しくは同報告書を別途参照されたい。

さて，現在の JAFZでの模倣品の取締に税関が積極

的に関与しないとすれば，現実的な解決策はあるのだ

ろうか。残念ながら JAFZは DEDの管轄外であるた

め，DEDに取締を求めることはできない。その代わ

り，もし侵害品や侵害者を特定できる明確な事前情報

があった場合は，ドバイ税関と併せてドバイ警察にも

協力を求める手段が考えられる。そうすることで，刑

事事件として立件し模倣品を国外に逃さないようにす
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ることも理論上は可能である。

特に，対象疑義物品がトランジット貨物である場合

には，GCC統一税関法第 24条で取締の対象とするこ

とが規定されているため，域内法の遵守を税関に求め

るロビィ活動を同時に進めることは効果的と考えられ

る。その場合，ドバイ首長府（Dubai Ruler's Court）

の法務局やドバイ行政評議会（Dubai Executive

Council）といった行政組織のコンプライアンスに関

する監督を管轄している当局に協力を申し入れること

も一案である。

また，UAE国内には，港湾地区のみならず，市場も

含めて 40 を数えるほど多くの FTZ が存在する。例

えば，ドバイの郊外には中国製品のみを取り扱う店舗

が軒を連ねるドラゴンマートという巨大なショッピン

グモールがあるが，ここは FTZの扱いになっている。

同 FTZは DEDとの間に特別な協定を締結している

ことから，DEDの模倣品取締の対象区域となってい

る。このように，市場内の FTZの中には，DEDとの

協定内に模倣品の取締に関する規定が存在していれ

ば，取締が可能なところもある。

（２） サウジアラビアにおける模倣品取締状況概観

ア 水際または国境での取締（税関）

サウジアラビアには空港，港湾，内陸に 30以上の税

関があるが，首都リヤドにあるサウジ税関総局が同国

全域の税関各所を統括している。同国では，UAE の

よ う に 規 定 さ れ た 税 関 登 録 制 度（Customs

Recordation System）はないが，権利者からの商標登

録証の写しや真贋鑑定情報等を税関に提供すること

で，それらの情報を税関のシステムに入力し，国内全

土の税関間で情報を共有できる。

同時にリヤドの本関や各地方国境の税関に対して真

贋鑑定トレーニングを実施し，税関職員に対象商標を

模した疑義品を注意深く監視してもらうように仕向け

ることで，差止の頻度を上げることが期待できる。サ

ウジアラビアは国土が広く，主要な税関が散在してい

るため，トレーニングを各所で個別に行う必要がある

が，国内に海外からの模倣品が数多く確認されている

市場がある場合は，その市場に近い税関の職員に対し

て現地の代理人を通じて積極的にトレーニングを行っ

ておくと効果的である。

また，サウジの税関の中には税関指定の調査会社

（検査代行業者）が税関内に常駐している場合があり，

このような税関では常駐している調査会社に対しての

トレーニングの実施は一考の価値があろう。

疑義品が水際で発見された場合には，権利者は当該

貨物が真正品か否かを 10 日以内に回答する必要があ

る。商工省のACFD（不正商取引防止総局）関係書類

がサンプル品とともに送られた後，侵害品であれば差

止められる。その後，処分や輸入者への処罰の要否が

決定される。権利者が刑事手続を望む場合は，不服審

査委員会に刑事手続を提起することもできる。刑事手

続で侵害が認められた場合には，約 1万 3千米ドル以

上，27 万米ドル以下の罰金又は 1年以下の禁固刑が科

せられる。この罰金額は，UAE の刑事罰による罰金

（約 1,400 米ドル），DED の行政処罰による罰金（約

8,000米ドル）と比べると高い水準に設定されており，

侵害者に対する抑止効果が高い。また，サウジアラビ

アにおける訴訟及び行政的措置が全て無償で利用でき

ることは，権利者にとっての利点である。

ところで，取締当局の不透明な情報開示が課題とし

て挙がることがある。改善に向けての方策としては，

まず現地で権限委譲している代理人に，権利者が侵害

品及び侵害者（製造者や輸入元，輸入者といった全て

の関係者）に関係する情報を取得することの重要性を

理解してもらうことが大事である。常に代理人を通じ

て当局に情報開示の重要性を説明してもらう体制を構

築しておき，時には駐在員や日本からの出張者が直接

現地の税関に赴き，情報開示が不十分な案件があれ

ば，具体的な情報を求めていく姿勢が重要である。ま

た，具体的な情報開示条項を，国内の知的財産関連法

に組み込むためのロビィ活動も検討する余地があろ

う。
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イ 市場での取締（ACFD）

サウジアラビアにおける市場での模倣品に対する行

政摘発は，商標権侵害案件の場合は商工省（MOCI：

Ministry of Commerce and Industry）不正商取引防

止 総 局（ACFD ： Anti-Commercial Fraud

Department）によって，著作権侵害案件の場合は情報

省によって，それぞれ活発に行われている。ACFD

は，消費者からの模倣品業者に関する通報に報奨金を

設け，無料のホットラインも開設している。市場で模

倣品を発見した場合は，権利者はサウジアラビアでの

商標登録証の写し，模倣品サンプル及び侵害者が発行

した領収書，侵害品を販売した店舗の写真や住所等の

情報をセットにして提出することで同局による行政摘

発が行われる。摘発が行われた後，案件は不服審査委

員会での審査を経て，侵害者が押収品を模倣品である

と認め，廃棄命令書に署名をした上で，当該模倣品の

廃棄が行われる。廃棄費用は権利者が負担しなければ

ならないが，権利者は廃棄の現場に立ち会うことがで

きず，代理人を介しても宗教上の理由などから証拠写

真を取ることが難しかったが，最近改善の向きにあ

る。

審査の段階で，侵害者が押収品を模倣品と認めな

かった場合には不服審査委員会が刑事追訴を要求し，

関係書類を付託された捜査検察局によって刑事訴訟に

おける公訴権が行使されることになる。権利者の意向

により，刑事訴訟や民事訴訟を提起することも可能で

ある。

最近の ACFDの動向としては，消費者本位の取締

を市場で強化するために警察と連携して徹底的な摘発

活動を行っているようである。権利者としては，前述

した同局が設置している消費者からの模倣品通報ホッ

トラインと報奨金制度を上手く利用し，消費者向けの

啓発活動を強化することで，同局の取締との相乗効果

が見込めるのではないだろうか。

（３） オマーンにおける模倣品取締状況概観

ア 水際または国境での取締（王立警察税関局）

本章の冒頭でも述べたように，オマーンはアラビア

半島の人口大国であるサウジアラビアとイエメンと国

境を接し，ペルシア湾を挟んだ対岸に位置するイラン

とも親密な関係にあり，FTZのある港湾都市を介し

てアフリカ諸国への貿易中継地としても有望な立地に

ある。この点を鑑みると，水際での模倣品取締は重要

な意味を持つが，現在のオマーン税関（厳密には，オ

マーン王立警察税関局）は，同局内に商標の税関登録

制度や知的財産関連のデータベースを管理するシステ

ムを持っていない。このため実質的には職権差止

（Ex-officio）が見込めず，取締の前提条件として権利

者からの具体的な侵害品又は侵害者の特定情報が必要

となる。

疑義品が差し止められた場合には，税関内に商標の

データベースがないため，真贋鑑定は商標登録データ

を集積している MOCI（Ministry of Commerce and

Industry：商工省）に任される。MOCIが疑義品を侵

害品と認めた場合には，関連書類が検察庁（Public

Prosecution）に送致され，検察官の調査を経て，裁判

所に公訴するかどうかが決まる。

このように水際での取締には刑事裁判という救済手

続はあるものの，実質的には職権差止が機能していな

い以上，水際での効果的な差止は期待できないと考え

た方がよいだろう。

イ 市場での取締（MOCI 及び PACP）

同国の法律で知的財産権侵害の取締を執行する機関

として定められているのがMOCI（商工省）である。

同省は特許権や商標権などの知的財産登録の申請先で
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あり，知的財産権のデータベースを有している。同省

の傘下には工業所有権管理局と著作権管理局がある。

前者が特許権や商標権等を扱い，後者はその名のとお

り著作権を扱う。元来それぞれの局がそれぞれの知的

財産権侵害品のエンフォースメント機能を担っていた

のだが，2011 年 4 月に国王勅令第 53号により PACP

（消費者保護庁）が発足した。同庁は消費者の保護の

ため市場の不正商品を取り締まる目的で MOCIから

独立した。

同庁の独立は MOCIからのエンフォースメント機

能の独立を意味したが，知的財産の登録データベース

自体が MOCIに残ったままであることや，PACPの

市場摘発は基本的には消費者からの通報に基づいての

み実施されるという体制が，知的財産の取締領域に三

遊間を生じさせ，結果として企業からの申立に基づく

知財権侵害品の取締スキーム自体の機能不全を招いて

しまった。

このような状況下で，同国市場における模倣品の占

有率は大きく増加していると考えられる。米国政府機

関主導で同国の知財エンフォースメント関連機関を交

えたパネルディスカッションが開催されたことも，知

財権侵害品の駆逐が進まず消費者の安全が脅かされる

ことを懸念した米国企業やAAAのような知財保護関

連団体が悲鳴を上げたからに他ならない。

権利者企業が取り得る対策としては，同国での模倣

品による被害状況を把握した上で，業界団体，知財保

護団体，政府組織と連携して同国のエンフォースメン

ト機能構築のための援助を試みることが考えられる。

米国側は官民ともに既にある程度の現状把握や具体的

支援内容についての積み上げがあるため，米国側との

意見交換も効果的な援助の手段を探るのに有効と考え

られる。

また，当局による摘発が機能しないからといって，

市場に蔓延した模倣品を看過することは危険である。

模倣品から消費者に実害が及んだ場合，真正品と混同

して模倣品を購入していれば，被害の訴えが一次的に

真正品メーカーになされるリスクがあるからだ。この

時に模倣品が原因であると疎明できなければ，真正品

メーカーが賠償責任を負担することになってしまいか

ねない。こうなると，同時に風評被害を受けブランド

イメージの低下，ひいては市場シェアの低下につな

がっていく。例えば消費者への実害が表面化していな

かったとしても，対策をしていないという企業の姿勢

は消費者からの不信感を招く。

そのため，企業が取り得る対策として，消費者に向

けた啓発活動を積極的に実施することは大変重要であ

る。消費者との様々なタッチポイントで模倣品の危険

性や真正品との見分け方等の情報を頻繁に発信してい

くことが求められる。取締当局が主催する啓発キャン

ペーンとタイアップできれば，当局職員の知財及び消

費者保護意識を向上させるのにも一役買うだろう。

５．模倣品の取締事例
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表に網羅されているのは，筆者がモニターしている

限りではあるが，UAE において 2013 年 1 月から

2014 年 10 月の間に主な新聞で報道された具体的な知

的財産権侵害案件及び関連報道である。適宜簡単な解

説・補足を差し挟みながら，この中から特筆すべき案

件や報道を紹介する。

（１） アジュマン首長国でブラザー工業社製トナー

模倣品押収

2013 年 2 月 18 日，ナショナル紙が，ブラザー工業

社製トナー・カートリッジの模倣品 6,200個がアジュ

マン首長国にある倉庫から押収されたことを報じた。

同エンフォースメントは，ドバイとアジュマンの警察

による共同捜査の結果実現した。同社の模倣品対策担

当者によれば，中東での同社製品の市場拡大に併せ

て，市場シェアを浸食する模倣品の駆逐にも力を入れ

てきたとのことで，摘発案件を新聞掲載してもらうこ

とで，これを広く告知し，侵害者による再犯や同業者

による模倣犯を抑止する狙いがあるという。

（２） BPG，米企業，取締当局が語る UAE の模倣

品問題

2013 年 4 月 4 日のハリージュ・タイムズ紙は，当地

のNGO，権利者，取締当局といった様々な関連組織の

言葉を引用して，UAE の模倣品問題の深刻さを伝え

ている。

同記事はまず，ドバイに事務所を置くNGOでGCC

諸国及びイエメンにおいて模倣品対策活動を行ってい

るBPG（Brand Owners' Protection Group）の言葉を

引用している。BPGによると，ドバイの JAFZ（ジェ

ベル・アリ・フリーゾーン）では，年間 1,300万本のコ

ンテナを取り扱っているが，税関は十分な検査を実施

できておらず，権利侵害者に対する処罰も不十分であ

るという。判事の中には，知財権侵害者は元々犯罪と

知らずにやったもので悪意がなかったという理由で，

厳罰や拘禁刑を科さない者もいるが，模倣品製造は組

織犯罪であり，あらゆる産業に浸食している世界的な

問題であるとしている。

同記事における BPG のコメントからは，ドバイ税

関による模倣品取締状況に対する不満が読み取れる

が，これは BPG に参加している各国企業からの言葉

を代弁していると解釈することもできるだろう。

同記事は，次に米国ナイキ社のブランド・プロテク

ション担当部長の言葉を引用し，当地の取締当局の意

識の甘さを指摘する。取締当局の中には，知財権侵害

者は誰かの物を盗ったわけではなく真面目に生活して

いる，と擁護するものもいるが，侵害者は時には犯罪

者を雇い，人身売買に手を染め，脱税を行っているの

だという。取締当局によってよく取られる解決法とし

て，模倣品を輸出元に送り返す措置についての言及が

あるが，これは問題を先送りしているだけで，同じも

のが入ったコンテナが，同じ地域の別の港に帰ってく

るだけで，問題の根本的解決になっていない。

記事内で次に紹介されているのは米国ジェネラル・

モーターズ社のグローバル・ブランド・プロテクショ

ン・マネージャの言葉だ。模倣品問題は FBIをして

「21世紀の犯罪」と言わしめているといい，模倣品業

者は，麻薬取引並みに暴利をむさぼることができ，罪

に問われたとしても処罰がはるかに軽いと苦言を呈し

ている。模倣品業者とテロリストとの関連を示す要素

も見つかっているらしい。広範な供給網が脅威となっ

ており，毎年グローバルで 120億米ドル相当の自動車

部品の模倣品が取引されていると推定され，米国連邦

取引委員会の試算では，そのうち 10億米ドル相当が

中東に出回っているとのことだ。

最後に同記事では，取締当局の担当者からの言葉も

紹介している。ドバイ経済開発庁のシニア・ダイレク

ターであるイブラヒム・バフザード（Mr. Ibrahim

Bahzad）氏によれば，模倣業者はギャングのような行

いとは裏腹に，社会から寛容な目で見られているとい

う。そして，この取締のためには，UAE の法令を新

たなものにする必要があることに言及している。特に

医薬品などのように人命を危険にさらす模倣品を扱う

業者に対する処罰の厳罰化が推奨されるとしている。

このコメントは，第 7章で詳述する，2013 年 1 月に

UAE 内閣で採択された新たな不正商品法案を巡る動

きと符合している。同法案において，侵害者への処罰

の厳罰化を定める法規の制定が成文化されている。

最後に同記事で紹介されたアブダビ経済開発庁職員

は，権利者である企業に対してフラストレーションを

感じていると吐露している。企業の模倣品対策担当者

との間において，提訴後のコミュニケーションの不

和，啓発キャンペーンへの不参加，真贋鑑定に非協力

的なことなどを指摘している。たしかに日本企業の多

くは模倣品対策機能が日本の本社にある。さらにアラ

ビア語という言語に不慣れであることや，中東は馴染

ドバイを中心とする中東における模倣品対策

パテント 2015Vol. 68 No. 1 − 75 −



みのない法域だというイメージも手伝って，現地の法

律事務所などに本社のエンフォースメント機能を権限

委譲して，代理人を立てるかたちで取締を行うケース

が大半であろう。しかし，この体制は，現地の取締当

局からしてみれば権利者の顔を見えづらくしてしま

い，両者間のコミュニケーション不足を引き起こして

しまいがちだ。結果，取締当局は，どの会社がどうい

う商品の模倣品で困っているか，また模倣品を見分け

るポイントが何であるかといった情報が把握しにくく

なり，エンフォースメント環境を非効率なものにして

しまう。企業の模倣品対策担当者にとって，できる限

り出張予算を捻出して取締当局担当者と直接顔をつき

あわせて人間関係を構築していくことが，特にアラブ

の人々と仕事をする上で重要であると考える。たとえ

それが難しくても，現地法人の営業担当者等と緊密な

連携を取りながら，取締当局とのタッチポイントを増

やしながら，対話の機会を創っていく努力が必要であ

ろう。

（３） ドバイ警察による経済犯罪の摘発

2013 年 5 月 19 日，ハリージュ・タイムズ紙は，昨年

及び今年第 1四半期において，ドバイ警察の経済犯罪

対策総局により検挙された経済犯罪の総被害額が 2億

ディルハム（約 60億円）に及び，371 人が同犯罪に関

与した疑いで逮捕されたと報じた。

このように，UAE では大規模な摘発が行われた場

合，それは警察の手によるものが多い。特に，警察に

は捜査権があるため，店頭以外にも倉庫や製造で使わ

れる工場や住宅などに踏み込んで模倣品を押収するこ

とができる。また，他の取締当局と共同で摘発するこ

ともある。過去にシャルジャ警察がシャルジャ経済開

発庁と共同で摘発を行った例があるし，前述のブラ

ザー社の模倣トナー・カートリッジの摘発も，ドバイ

とアジュマンの警察による共同摘発である。また，ド

バイ税関は基本的には差止め，押収，廃棄までの一連

の取締を行政プロセスのみによって行う権限がある

が，フリーゾーン内での取締など倉庫や会社の捜査や

差し押さえが必要な場合には，警察と連携した取締を

行うことがあると述べている。

（４） DED による知財侵害衣服と偽造腕時計の摘

発

2013 年 8 月 16 日，アル・バヤン紙によれば，ドバイ

経済開発庁（DED）による摘発で，3万 1千枚の衣服

と 544個の偽造腕時計が，ドラゴン・マート（中国製

品のみを扱ったモール）裏の倉庫から押収された。摘

発にかかった時間は，侵害商品の差止めから押収を経

て DEDの倉庫に移送されるまで 6時間ほどだったと

いい，スピーディな摘発が行われたことがうかがえ

る。被疑者の模倣品販売ネットワークは，インター

ネットのほか，4 つの商業店舗と住宅 2軒があった。

DEDは，その後 2013 年 12 月に 1万点に及ぶ自動車

部品の模倣品押収を行い，2014 年を通して，偽物のブ

ランド品，香水，化粧品，ダイエット薬などの押収を

幅広く行ったと報道されている。

（５） ドバイ警察と DED 共同のラマダン摘発キャ

ンペーン

2014 年 7月 19 日のガルフ・ニューズ紙で，ラマダ

ン（断食月）期間中にドバイ警察と DEDが共同摘発

キャンペーンを実施したことが報道された。アラブ世

界では，ラマダン中は勤務時間が短縮され，現場の取

締担当官も日中は空腹のため摘発活動にも力が入らな

いものと思われていただけに，驚きのニュースでも

あった。ラマダン開始から 15 日間の間に 3,400 万

ディルハム（約 10億 2,000万円）相当の模倣品を押収

したと報道されている。押収された侵害品は，高級ブ

ランドの腕時計，ハンドバッグ，女性用衣服，アクセ

サリー，眼鏡，ペン，スカーフなど多岐に渡ったよう

だ。毎年，ラマダン時期は中東の模倣品対策の手綱を

緩める企業も多かったかと思うが，これからは少なく

ともUAEにおいてはラマダン時期の摘発キャンペー

ンに乗じて対策を強化することを考えてみる価値はあ

ろう。

（６） ドバイ税関押収の模倣品は，ほぼ著作権侵害

品

2014 年 7月 23 日，ザ・ナショナル紙によると，ドバ

イ税関による過去 7年間の模倣品押収件数が約 3,000

件で，ほぼすべてが著作権侵害だった。記事の中には

具体的な侵害品目が言及されていないが，当地におけ

る著作権侵害案件の殆どはハリウッド映画の海賊版

DVD やパソコンのソフトウエア等であり，米国企

業・政府が特に力を入れて対策を行っている分野であ

ることが推測できる。

上記で紹介した新聞報道以外にもテレビやラジオ，
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インターネットで模倣品の取締に関する報道が随時な

されていることから，UAE 社会においては知的財産

に対する意識は，先進国のそれに近い水準に達してい

る印象である。実際，ドバイの中でもカラマ地区やサ

トワ地区，ナイーフ地区といった，インド人やフィリ

ピン人などが多く住むエリアで安価な海賊版 DVDを

探しても，なかなか見つけることができない。商店の

店員に聞いてみると，私服警官の手入れが頻繁に入る

ため，海賊版を扱うような危険を冒す店舗はないとい

う回答ぶりだった。中東において特に海賊版の摘発活

動に力を入れている米国発の知財保護組織が水際・市

場の取締体制に大きな影響を与えていることについて

は次章で詳述する。

６．中東の知的財産保護団体

本章では，EIPA，BPG，AAAというドバイに拠点

がある 3つの知財保護団体の活動を紹介する。

EIPA （Emirates Intellectual Property

Association：首長国知財協会）は，当国の知財関連当

局の幹部が役員を務め，他省庁横断的な連携機能を持

つ。ドバイ警察の幹部が当協会のトップを努め，役員

の中には UAE 経済省商標局長もいる。当協会は

UAE における知的財産権環境向上のための官主体の

プラットフォーム的役割を目指していることから，日

本の知財団体の働きかけの対象としては外せない団体

であろう。

次にBPG（Brand Owners' Protection Group）であ

るが，第 5章で紹介したとおり，同団体はブランド保

護のための非営利団体である。活動の主体は民間企業

であり，委員長も民間企業の部長クラスが務める。委

員長以外の役員も，日米欧の民間企業の社員や法律事

務所の弁護士などから構成され，意見交換や取締当局

へのロビィ活動などを行っている。ドバイ税関の職員

向けの真贋判定トレーニングを開催したり，ドバイで

年 1回開催される自動車部品の国際見本市であるオー

トメカニカなどで，模倣品撲滅のキャンペーン・ブー

スを設置して啓発活動も行う。前述のEIPAとは協力

関係のMOU（覚書）を締結している。

最 後 に 紹 介 す る AAA（Arabian Anti-Piracy

Alliance：アラビアン反海賊版協会）は，その前身が

MPA（Motion Pictures Association：米国動画協会）

であり，クライアントの多くが米国映画産業関連企業

やソフトウエア企業，ブランド企業，メーカーから構

成される営利団体である。

ロビィ活動も行うが，活動資金は実際の摘発活動の

結果クライアントから支払われる報酬をベースに成り

立っており，知的財産保護団体というよりもサービス

プロバイダーの一面が色濃い特色を持つため，知財保

護団体として紹介するのに異論もあり得るが，あえて

本稿で紹介するのは，同団体が地元の退役警察官を雇

い入れ，彼らの経験やネットワークを活用して成果報

酬に基づく摘発機能を確立させている点が非常に興味

深いからである。AAA を率いるのは，MPA 中東支

局長を務めた米国特殊部隊グリーン・ベレーの元少佐

だ。AAAは中東で最初の著作権侵害裁判や，世界初

の並行輸入業者へ懲役罰を科した裁判にも携わってい

る（UAE著作権法により，正規の著作物であっても

並行輸入品は取締対象）。

模倣品対策の予防療法としてのロビィ活動や啓発活

動がある一方で，目の前に存在している模倣品を駆逐

する対処療法としての摘発活動は，消費者を守る観点

からも，より差し迫った現場問題であり，企業の模倣

品対策活動の成果が最も数字で顕著に表れてくるの

も，現場の摘発活動からである。現場でのパフォーマ

ンスを数字で示せる組織の活動には説得力がある。現

実に前章で述べたように，UAE 市場からは海賊版

DVDが見事なまでに駆逐されている。

７．各国政府等の取り組み

（１） 外務省及び在外公館による知的財産保護の取

り組み

海外で模倣品を発見したが，どう対処してよいかわ

からない，また現地の執行機関が十分な取締をしてく

れないなどの問題に直面したとき，どうすればよいだ

ろうか。世界の約 200 カ所にあるほぼすべての在外公
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館（大使館，総領事館）には，海外での模倣品・海賊

版の被害相談窓口として，「知的財産担当官」が任命さ

れており，この知的財産担当官が，こういった問題の

相談を受け付けている。

相談を受けた知的財産担当官は，相手国政府等に働

きかけをする必要があるかどうか，また働きかけを行

う場合，どの機関にどのような形で行うのが最も効果

的かといったことを，外務本省の担当部局やジェトロ

の日本事務所や海外事務所と連携しながら検討してい

く。大使館，総領事館は，模倣品・海賊版の真贋判定

セミナー等へ出席するなどして，日本企業や現地政府

の取締当局との関係構築，取締状況改善といった知的

財産権保護活動も行っている。

昨年から今年にかけて在ドバイ日本国総領事館で実

施した主な知的財産権保護活動は次のとおりである。

（２） UAE政府による模倣品対策強化の動き

反不正商品法案（Anti-Commercial Fraud Draft Law）

2013 年初頭から今年にかけて UAE における模倣

品対策分野の重要なトピックスのひとつに反不正商品

法案がある。

同国における模倣品取締に関する国内法規である反

不正商品法は 1979 年に発布されて以来現在まで改正

されてこなかったが，社会の中で知的財産を巡る状況

が大きく変わってきたことを受け，昨年 1月に同国内

閣によって改正案が採択された。

同法案では，現行法からの改善点として①全首長国

の横断的取締を可能にする上位委員会及び各首長国毎

の下位委員会の設置，②罰則規定の強化，③輸入者へ

の模倣品処分費用の負担，④侵害者からの侵害関係書

類の取締当局への提出，⑤模倣品の所持の禁止等が盛

り込まれ，UAE の知的財産権保護環境の更なる強化

が期待される一方で，幾つかの懸念点も指摘された。

特に日欧米の企業及び政府や知財関係者が最も大きな

反応を示した条項が 3つある。

一つ目は「模倣品を原産国に送り返す」措置を定め

た条項案である。TRIPS協定（知的所有権の貿易関

連の側面に関する協定）第 59条は，不正商標物品につ

いては，例外的な場合を除いては，変更のない状態で

の侵害物品積戻し（シップバック）を許容してはなら

ない旨を定めている。

二つ目は，取締対象となる模倣品の定義が，登録商

標と同一の商標が冠された商品のみに限定されてし

まったことだ。現行の法律では登録と同一商標が付さ

れた不正商品以外にも類似商標を関した不正商品も取

締の対象に含まれていた。少なくとも日本企業の製品

を模した不正商品はこの類似商標が付されたものが少
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なくないため，この点は企業・政府間で大きな懸念点

として認識された。

三つ目は，差止めから 30 日以内に裁判所命令がな

い場合，模倣品が解放されてしまうという条項だ。現

行法の下では，行政手続による模倣品取締プロセスに

は裁判所が介入しないため，シンプルかつ経済的な取

締が実施されている。この手続が複雑化し時間的・コ

スト的な負担が増加する懸念があった。

同改正法案は 2014 年 10 月時点で未だ施行されてい

ないが，この約 1 年 10ヶ月の間，当地にある複数の法

律事務所や日欧米の各国企業及び政府，知財関連団体

等は，同法案における改善点や修正が必要な点等を研

究し，上述の「シップバック問題」を含む条項をはじ

めとする懸念事項につき，各々がしかるべき形で

UAE経済省に申し入れを行ってきた。

2014 年 3 月 5 日付当地各紙は，同月 4日に同法が連

邦国民評議会（FNC：Federal National Council）の審

議を通過したと報じた。関係者にとって最も関心が高

いのは，2013 年 1 月に内閣によって採択された時の法

案内容から，FNC での審議を経て変更された部分が

あるのかどうかという点であろう。

FNC を通過した法案の中では，FTZ内が取締の対

象になることが明文化されたことに加え，先述した幾
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つかの改善点は削除されることなく承認された。

同法案の懸念点についても，その幾つかは修正又は

削除されたが，各国関係者からの反応が最も大きかっ

た「シップバック問題」を規定した条項案については，

条文そのものに修正は加えられたものの，依然シップ

バックされ得る解釈が否定できない文面を残してい

る。引き続き，UAE から模倣品が送り返され，同国

又はその他の国の市場に舞い戻ってくるリスクが残る

ことになる。

同法案はハリーファ UAE 大統領の署名待ちの状態

で，署名がされれば官報で公表された翌日から発効と

なる予定だ。署名の前に大臣レベルで更なる変更が加

わる余地があるかどうかは判然としないが，公表に

至った際の同法の内容もさることながら，行政機関の

エンフォースメントや裁判所の判決が同法によってど

う影響してくるのか，今後も注意深く観察していく必

要があるだろう。

（３） 米国政府によるGCCでの知財保護の取り組

み

ア オマーンに対する提言

2014 年 2 月 27日，オマーン国において在オマーン

米国大使館及びオマーン・アメリカ・ビジネス・カウ

ンシル共催による「オマーンにおける知的財産権保護

（Protecting Your Intellectual Property Rights in

Oman）」会議が開催された。同会議には，米国特許商

標庁（USPTO）や，ドバイ，サウジ，バーレーン，ク

ウェートに事務所を持ち，第 6章で紹介したAAAな

どの知財団体なども参加し，オマーンの知的財産権保

護関連機関とのパネルディスカッションや米国の知的

財産権保護システムの紹介などのセッションが行われ

た。

オマーン側からは同国税関局（王立警察の一部局），

同商工省（MOCI），同消費者保護庁（PACP），同法務

省（MOLA：Ministry of Legal Affairs），同検察庁

（Public Prosecution）の責任者が集まり，オマーンに

おける模倣品及び海賊版製品の取締状況についての説

明がなされた。

米国が同会議の開催に至った背景には，オマーンで

事業を展開する米国企業が市場での模倣品・海賊版製

品対策に苦慮していたことがあるが，米国とオマーン

は FTA（Free Trade Agreement：自由貿易協定）

パートナーとして両国間における貿易分野で良好な関

係を構築しており，同協定の中には知的財産保護に関

する条項も存在するという後ろ盾もあった。

同会議の成果として，米国側からオマーン政府に対

して以下の提言がなされた。

【米国からオマーン政府に対する知的財産権保護のた

めの提言】

１．商工省内の行政的知財取締チーム設立

２．王立警察経済犯罪局の商標権・著作権侵害案件

調査にあたり商工省，検察庁，権利者企業との連

携

３．商工省取締チームと王立警察経済犯罪局間の各

地域間でのベストプラクティスの共有（ドバイ

DEDの例参照）。同チーム間の運営体制に係る定

期的な協議

４．関係省庁における年次での IT やソフトウエ

ア・ライセンシングのコンプライアンス実施

５．商工省の登録データベースと連携した税関登録

システム構築（各国境税関職員の真贋鑑定に役立

てる）

６．知財に関するツールキット／冊子の用意

７．外国や民間企業が主催するトレーニングへの参

加

イ クウェートへの圧力（スペシャル 301 報告書）

また，1974 年米国通商法 301条により義務づけられ

ているUSTR（米国通商代表部）から米大統領や米連

邦議会に対して提出されるスペシャル 301 報告書とい

う年次報告書の中で，知的財産権保護に関して問題の

ある国を監視国等に指定して，その問題となる慣習等

について警告を発している。同報告書は USTR の

ウェブサイト上でも公表されている。

2014 年 4 月 30 日に公表された同報告書の中では，

GCC 諸国でクウェートだけが監視国にリストアップ

された。国際基準に達していない著作権法や市場の知

財侵害品に対する取締の未実施が監視国指定を受けた

主な背景であった。

同報告書によるクウェートへの警告は，市場の模倣

品摘発にどの程度影響力があるのか。筆者はクウェー

ト国内での市場摘発に携わってきたAAA会長にこの

質問を投げかけてみたところ，クウェートでは警告が

されるまでの直近の 3年間，市場で模倣品の取締が全

く行われなかったが，スペシャル 301 報告書が契機と

ドバイを中心とする中東における模倣品対策

パテント 2015 Vol. 68 No. 1− 80 −



なり，状況が劇的に変化したというのだ。特に 2014

年の 6〜7月の 2ヶ月間で商工省により多くの摘発が

実施され，多いときには 1 日の摘発件数が 25件にも

及ぶ日もあったという。商工省と情報省は共に協力的

になってきているといい，同報告書の影響力の大きさ

を窺い知れた。

８．企業が取り得る戦略

（１） 商標登録戦略

商標登録を通じて自社の商標を権利化しておくの

が，模倣品対策の大前提となるが，例えば UAEは商

標登録料が最も高い国のひとつとして有名で，自社ブ

ランドやロゴ形態をいくつも抱えている企業は商標登

録だけでコストが嵩んでしまう。商標登録のポイント

としては，名称商標（ワードマーク）を幅広く防護で

きるかたちで登録することが基本となろう。

また，UAEをはじめとしてGCC諸国では英語とア

ラビア語の両方の商標を一回分の申請で登録可能なと

ころもある。登録申請をする前に，どのような組み合

わせでの登録が最も防護範囲が広く，経済的かのアド

バイスを専門家から得ておくことが推奨される。

ア アラビア語翻訳の正確性

ここで注意が必要なのが，商標のアラビア語翻訳の

正確性である。英語の読み方をアラビア語に変換する

時に，アラブ人の中でも人によって解釈する綴りが異

なる場合が多々ある。登録を行う国毎に異なる法律事

務所や特許事務所を通してアラビア語での商標登録を

している場合は，ひとつの英語商標に対して複数の異

なるアラビア語表記で登録されてしまっている可能性

がある。この状態はアラブ市場の消費者や取締当局関

係者を混乱させてしまい，効率的な模倣品対策に支障

をきたす恐れがあるため，念のため，社内でのアラビ

ア語商標の綴りが統一されているか，正確なアラビア

語で商標登録がされているかを確認してみる必要があ

る。

イ 図形・立体商標登録の検討

第 3章で述べたが，GCC統一商標法の規定により，

GCC各国の商標法は，絵柄や形状を図形・立体商標と

して登録することを可能にしている。

中東で出回っている模倣品の傾向として，中国等か

らロゴを付さない状態で商品またはパッケージを輸入

し，市場に商品をいれた後にロゴを付して完成した模

倣品を出荷するというプロセスが取られていることが

指摘されている。特に FTZではこのような簡単な加

工を行うのに十分な自由度が確保されている。

模倣業者は商標権侵害で訴えられることを回避する

ために，このロゴなし商品またはパッケージには，

様々なロゴを付ける例が散見される。ロゴ自体は模倣

または類似していないが，形状が明らかに模倣されて

おり，消費者が間違って購入する危険性がある模倣品

が市場には多く流通しているのである。

ドバイを中心とする中東における模倣品対策

パテント 2015Vol. 68 No. 1 − 81 −



これらのロゴなし，または形状模倣品に対する対抗

手段として，図形・立体商標登録が有効な場合がある。

登録時には，ロゴ以外に製品を特徴づける模様や文字

情報を審査対象の絵柄や形状の図面に入れ込んで，自

他商品識別性を高めておく等の工夫も必要だ。また，

色指定を白黒にして色バリエーションの保護対象を広

くカバーすべきかについては，色そのものが大きな自

他商品識別力を持つ場合，明確に色指定する方がよい

場合もあるので，商品の特徴を包括的に注意深く見な

がら検討する必要があろう。

（２） 侵害対策活動戦略

企業の模倣品対策活動を具体的に立案するにあたっ

ては，まずロビィ活動，啓発活動，摘発（レイド）活

動，という 3つの切り口に分けて考えると整理しやす

い。摘発活動は，各取締当局を通じて押収・廃棄した

模倣品の正規品換算単価に押収数量を乗じることで市

場シェアの上昇率（又は営業への貢献額）として金額

を基に算出可能であるのに対して，他の二つの活動

は，模倣品対策において必要不可欠でありながらその

活動成果を数値で表すことが難しい。摘発活動が対処

療法なのに対して，啓発活動は予防療法（ロビィ活動

は対処，予防の両方）ともいえ，どれかひとつが欠け

ても企業の模倣品対策は手薄になる。

活動予算管理の観点からも，ROI（投資対効果）が

金額で示せる摘発活動と，別途評価指標を設定する必

要がある他の二つの活動を分けておくことで，持続的

に PDCAサイクル（Plan, Do, Check, Action）を管理

していくことができる。

具体的な戦略の案出にあたっては，世にある様々な

経営戦略ツールが応用可能だろうが様々な社内外要因

を加味する必要のある模倣品戦略には SWOT分析の

マトリックスが馴染みがよい。以下に，UAE，サウ

ジ，オマーンにおける SWOT分析による戦略策定の

一例を示す。
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９．おわりに

最後に研修会での講演と本稿執筆の機会を与えてく

ださった日本弁理士会貿易円滑化対策委員会の藤田和

子委員長，小田原敬一副委員長，畑添隆人副委員長，

鷺健志委員，飯田圭委員，をはじめ，事務局の遠藤昌

子主査，模倣品の事例写真を提供頂いたアイシン精機

（株），（株）ジェイテクト，日産自動車（株），日本特

殊陶業（株），パナソニック（株），ブラザー工業（株），

の皆様，筆者が従事した模倣品対策活動全般に対して

惜しみない助言と支援を頂いた道上尚志・在ドバイ日

本国総領事，松永大介・同前総領事及び龍野祥治・同

首席領事に，特段の感謝を申し上げたい。
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注

(1)Middle East and North Africa地域にある次の 19 カ国の総

称として使われることが多い。UAE，サウジアラビア，バー

レーン，クウェート，カタール，オマーン，イエメン，ヨル

ダン，シリア，レバノン，パレスチナ自治政府，イスラエル，

イラン，イラク，エジプト，リビア，チュニジア，アルジェ

リア，モロッコ。

(2)2010 年から 2012 年にかけてアラブ地域で起きた民主化を

求めた反政府デモや抗議活動の総称。チュニジアの政権が覆

された「ジャスミン革命」に端を発し，瞬く間にアラブ地域

全域に広がった。その後，エジプト，リビア，イエメンでも

政権が倒れた。2014 年 6 月現在，特にシリアの情勢は内戦に

突入した後に混迷を極め，エジプトでは民主的に選ばれたモ

ルシ政権が軍部のクーデターによって崩壊した後，大統領選

挙によってシシ政権が誕生したが，不安定な社会情勢が続い

ている。

(3)世界税関機構（WCO）が開発した，各国税関と知的財産権

者との情報交換及びコミュニケーションのための，インター

ネットを利用したツール。2010 年 9 月から利用が開始され

た。現時点，60 カ国以上，約 3,000 人の税関職員が同ツール

を利用している。

(原稿受領 2014. 11. 11)
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「特許翻訳の実務 英文明細書・特許法のキーポイント」
沢井昭司・時國滋夫 著（株式会社 講談社）

特許翻訳者として特許翻訳の品質を向上するにはどうすればよいか，特許実務者（翻訳依頼

者）として特許翻訳の品質を向上して欲しいときにはどうすればよいか。本書はその指針を与

えるものである。

特許翻訳において，翻訳者の技術知識と英語力の高さはもちろん必須要件である。しかし，

特許翻訳では，非常に高い正確性と特許に関する専門知識がさらに要求される。そのためにも

本書では特許翻訳者と特許実務者との意見や情報の交換が大切だと訴え，そのための指針とな

るチェック項目を与えてくれている。特に，「特許翻訳者が何を考えているのか」といった特許

翻訳者ならではの視点から，特許実務者が知っておくべき注意点を挙げてくれている点は特筆

すべきである。さらに本書では，特許翻訳者として最低限必要な専門知識を国内のみならず海

外の特許法も取り上げている。特に，特許翻訳者が知っておくべき誤訳の取り扱われ方につい

て，判例まで交えて詳しく説明している。終盤では特許翻訳で最も重要と思われる請求項の翻

訳や中間処理の翻訳について具体例を挙げて丁寧な説明がなされている。

まさに本書は特許翻訳者であれば持っていてほしい知識が詰まっており，また，特許実務者

としては特許翻訳者との意思疎通のためのツールとなる必携本となるだろう。

（広報センター会誌編集部 副部長 服部 博信）
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